
※第三者請求（法人）

　住所 　氏名

　明・大・昭・平・令　　　　　　　60年　　　　　　　　1月　　　　　　1日　生

生年月日：　明・大・昭・平・令・西暦　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日 生年月日：　明・大・昭・平・令　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

生年月日：　明・大・昭・平・令・西暦　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日 生年月日：　明・大・昭・平・令　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

申請の理由・提出先等
　　□権利の行使又は義務の履行　　□国又は地方公共団体の機関へ提出　　□その他正当な理由

通 通

1 通 通

通

本籍・筆頭者　　　　（　記載する　・　省略する　） 通

世帯主・続柄　　　　（　記載する　・　省略する　） 通

通

氏名

　　　　　　　　田中　次郎

氏名
　

それぞれどちらかに〇をしてください。

飯田市大久保町2534番地 飯田　一郎

当社と契約のある顧客について金銭の未払いがあるが、電話不通・郵送宛所
不明で返送の状況であり未払い金の回収ができない。
現住所を特定し未払い金を回収するため、住民票を取得する必要がある。

窓口に来られた方
（代理人・使者）

住民票その他 戸籍関連

必
要
な
方
の

(2025.6)

世帯の全部（世帯全員）

相続手続きの場合死亡した方の氏名

必要な戸籍
□死亡記載のあるもの      各　　　　通
□出生から死亡       各　　　　通
□婚姻から死亡       各　　　　通

法人用
住民票・戸籍・身分証明書等交付申請書

＊窓口に来られた方の本人確認できる書類の提示をお願いしています。（戸籍法第10条の３・住民基本台帳法第12条）

個人事項証明（抄本）

全 部 事 項 証 明

飯田市長　 令和  　　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日申請

主たる事務所の所在地

社印法人の名称

代表者又は管理人の氏名

山田薬品（株）

東京都港区１丁目１番地１

代表者　山田　太郎

住所

　飯田市　　　　本町１丁目15　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地

必
要
な
方
の

本籍
　
　飯田市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地

世帯主氏名　　　　　 筆頭者氏名　　　　　　

1

必要な方との
関係

□代理人・使者（委任状持参の方）

□債務者・契約者 下欄に申請の理由等をお書きください

□その他（　　　　　　　）　下欄に申請の理由等をお書きください

必要な方との
関係

1 抄　　　　　     　本

世帯の一部（個人）

　住　民　票
  の　写　し

個 人 事 項 証 明

*外国籍の方の特別記載事項（必要があればチェックしてください）

　　□以下のもの全部
　　（国籍・在留資格・期間等・在留カードの番号）

2

□代理人・使者（委任状持参の方）

□債務者・契約者 下欄に申請の理由等をお書きください

□その他（　　　　　　　）　下欄に申請の理由等をお書きください

電算化後
　H12.10.28以降

戸　　　籍
（　　現　在　　）

電算化前

除
籍

全部事項証明（謄本）

謄　　　　　     　本

通

通

4 通

5 通

6 通

2 通 通

3 通 通

4 　　　　　　　　　　証　明　書 通 8 通

□委任状　　□契約書　　□社員証　　□代表者事項証明書　　□後見登記等登記事項証明書　□資格証明書　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□持参戸籍（　　　　　　　　　）と（　　　　　　　　　）の続柄確認済み　　　

一号書類 二号書類（ⅰ） （ⅱ） その他　

免・パ・在・写付住・個・身 保・介・受給証・写無住・年（手・証・通） 学・社 記載事項確認　　確認事項

その他（　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　　） その他(　　　　　　　） 面識確認　　　　　面識確認者

　市民課　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　自治振興センター

（H28.1.)

　□住民票コード　□個人番号 （必要な方の氏名　　　　 　     　　　／全員　）

　□履歴　（　住所　・　氏名　・　本籍　）

本
人
確
認

身　　　分　　証　　明　　書

謄　　　　　     　本

抄　　　　　     　本

以下市役所処理欄

代理権限確認書類

町　名　変　更　証　明　書

住 民 票 記 載 事 項 証 明

1

住所・氏名・生年月日・前住所の他の記載事項
　（必要があれば☑してください）

*外国籍の方の特別記載事項（必要があればチェックしてください）

　　□以下のもの全部
　　（国籍・在留資格・期間等・在留カードの番号）

7

戸 籍 記 載 事 項 証 明 書

受　　 理 　　証 　　明 　　書

　　　　　　　　　　証　明　書

全 部

一 部
戸 籍 附 票 （除 附 票）の 写 し

3 改　製　原　戸　籍

交付者 　　手数料額合計

*
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
と
き
は
3
0
万
円
以
下
の
罰
金
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
4
7
条
・

戸
籍
法
第
1
3
3
条
）
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

住民票のみ
診察券・カード

自
署
を
原
則
と
し
て
い
ま
す
。

*
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
と
き
は
3
0
万
円
以
下
の
罰
金
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
4
7
条
・

戸
籍
法
第
1
3
3
条
）
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

住民票のみ
診察券・カード

届

明・大・昭
平・令 年 月 日届出

✓

※第三者請求の場合、基本
は省略で発行します。

死亡による相続人調査等で

本籍入りが必要な場合でも、

まずは省略で取得していただ

く必要があります。


